
平成

一

年 月 日 金曜日

山
地

り
、

調
査

の
規

該
経

山 口 県

大大大特開

（定期）報

○
告土

○
公平 毎

第 号

富
田
川
水
系
富
田
川
、
夜
市
川
水

口
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

富
田
川
水
系
富
田
川
、
夜
市
川
水

及
び
図
面
の
作
成
（
第
一
工
区
）

模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第
五
条

定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

告 目

次

示木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

告成
十
九
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

系
夜
市
川
及
び
佐
波
川
水
系
島

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

系
夜
市
川
及
び
佐
波
川
水
系
島

の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課

の
案
の
縦
覧
（
漁
港
漁
場
整
備
課
）
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加

領
の
公
表
（
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…事

二

井

関

成

地
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
の

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

地
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
の

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営

加
資
格
」
と
い
う
。
）
及
び
当

い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

資
格
の
審
査
（
六
件
）

（
河
川
課
）
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

平 成 年
月 日

（金曜日）

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
八
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

調
査
及
び
図
面
の
作
成
（
第

履
行
場
所

周
南
市
内

業
務
の
概
要

業

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
六
十
三
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

一
工
区
）

務

内

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

面
の
作
成

一

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

に
係
る
通
知
書
の
写
し

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
九
年
七
月
十
九
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

容

数

量

に
規
定
す
る
浸
水
想

一
式に 共い あにサ でる告規ン

告

示



平

構

成 年 月 日 金曜日

二

山 口

（
第

件
と

加
資

一

（定期）県 報

四
一

山
地

り
、

第 号

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

履
行
場
所

阿
武
郡
阿
東
町
内

業
務
の
概
要

業

務

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

一
工
区
）
の
契
約
に
係
る
一
般
競

す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等

格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

阿
武
川
水
系
阿
武
川
、
蔵
目
喜
川

（
第
一
工
区
）

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

阿
武
川
水
系
阿
武
川
、
蔵
目
喜
川

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

周
南
土
木
建
築
事
務
所

周
南

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

内

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規

成掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）

等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め

山
口
県
知

及
び
生
雲
川
に
係
る
浸
水
想
定

、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
（
電

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

及
び
生
雲
川
に
係
る
浸
水
想
定

市
毛
利
町
二
丁
目
三
八
番
地

間同
月
三
十
一
日
ま
で
の
午
前
九

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

に
発
送
す
る
。

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

容

数

量

定
す
る
浸
水
想

一
式

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要

及
び
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参

た
。

事

二

井

関

成

区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成

話
〇
八
三
四

三
三

六
四
七

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
十

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
八
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

山
口
市
神
田
町
六
番
一
〇
号

及
び
時
間

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
午

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
山
口
土
木
建
築
事
務
所

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
六
十
三
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
三

九
二
二

一
〇

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

で
平
成
十
九
年
七
月
十
九
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

二

でを七 に にサ共い 告規ンあ



平成

三

年 月 日 金曜日 山 口 県

二
構

（定期）報

の
時

一

第 号

山
地

り
、

係
る

「
経

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
八
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

厚
狭
川
水
系
厚
狭
川
に
係
る
浸
水

履
行
場
所

山
陽
小
野
田
市
内

業
務
の
概
要

業

務

口
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

厚
狭
川
水
系
厚
狭
川
に
係
る
浸
水

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査 争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
六
十
三
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規

成掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

り
定
め
た
。

山
口
県
知

想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の

内

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の

に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況

う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。 参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
九
年
七
月
十
九
日
ま
で
に

定
す
る
浸
水
想

一
式

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

事

二

井

関

成

作
成
（
第
一
工
区
）

容

数

量

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

作
成
（
第
一
工
区
）
の
契
約
に

を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

一

深
川
川
水
系
深
川
川
及
び

（
第
一
工
区
）

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
七

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
深
川
川
水
系
深
川
川
及
び

（
第
一
工
区
）
の
契
約
に
係
る

件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営

加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

五
）
に
す
る
こ
と
。

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

宇
部
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
十

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

三
隅
川
水
系
三
隅
川
に
係
る
浸
水

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

三
隅
川
水
系
三
隅
川
に
係
る
浸
水

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う

、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

山
口

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
宇
部
土
木
建
築
事
務
所

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

宇
部
市
琴
芝
町
一
丁
目
一
番
五

及
び
時
間

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
午

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

三

想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等
入
札

定
め
た
。

県
知
事

二

井

関

成

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
三
六

二
一

七
一

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

〇
号

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

に
係
る
通
知
書
の
写
し

成 よ成要参 を二 にで 共い
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構

第 号

二

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
八
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

履
行
場
所

長
門
市
内

業
務
の
概
要

業

務

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
六
十
三
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

内

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規

成

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

る
通
知
書
の
写
し

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
九
年
七
月
十
九
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

容

数

量

定
す
る
浸
水
想

一
式

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

業
務
の
概
要

業

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

一

阿
武
川
水
系
阿
武
川
、
橋

面
の
作
成
（
第
一
工
区
）

履
行
場
所

萩
市
内

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
八

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
阿
武
川
水
系
阿
武
川
、
橋

面
の
作
成
（
第
一
工
区
）
の
契

申
請
書
等
の
提
出
場
所

長
門
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
十

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一

四

そ
の
他

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

務

内

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

面
の
作
成

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

山
口

本
川
、
明
木
川
及
び
蔵
目
喜
川
に

合
せ
は
、
長
門
土
木
建
築
事
務
所

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

本
川
、
明
木
川
及
び
蔵
目
喜
川
に

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

長
門
市
東
深
川
一
八
七
五
番
地

及
び
時
間

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
午

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

容

数

量

に
規
定
す
る
浸
水
想

一
式

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規

の
と
お
り
定
め
た
。

県
知
事

二

井

関

成

係
る
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び

（
電
話
〇
八
三
七

二
二

二
九

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

係
る
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び

す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及

の
一

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

四

る で 模図 二よ図び でを
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三

第 号

）
に
す
る
こ
と
。

萩
土
木
建
築
事
務
所

萩
市
大

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
八
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間同
月
三
十
一
日
ま
で
の
午
前
九

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

に
発
送
す
る
。

は
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
（
電
話

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
六
十
三
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

〇
八
三
八

二
二

〇
〇
四

る
通
知
書
の
写
し

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

成
十
九
年
七
月
十
九
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
八
年
山
口

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

一

田
万
川
水
系
田
万
川
に
係

履
行
場
所

萩
市
内

業
務
の
概
要

業

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
九

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
田
万
川
水
系
田
万
川
に
係

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

面
の
作
成

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
六
十
三
号
。
以
下

山
口

る
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図

務

内

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

る
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図

る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規

の
と
お
り
定
め
た
。

五

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
九
年
七
月
十
九
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

一
式

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

県
知
事

二

井

関

成

面
の
作
成
（
第
一
工
区
）

容

数

量

に
規
定
す
る
浸
水
想

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

面
の
作
成
（
第
一
工
区
）
の
契
約

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

ンあにサ でる告規 よに下請



平

債

成 年 月 日 金曜日

（
三平

は
、

平

山 口

四
三

（定期）県 報 第 号

）
正

補
の

為
行

担
負

務

六
九
）
平
成
十
九
年
度
山
口
県
補

成
十
九
年
六
月
山
口
県
議
会
定

次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

成
平

成

山
度

年

計
会

般
一

の
県

口
山

度
年

補

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

）
に
す
る
こ
と
。公

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

萩
土
木
建
築
事
務
所

萩
市
大

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

正
予
算
の
要
領
の
公
表

例
会
で
議
決
さ
れ
た
平
成
十
九
年

山
口
県
知

算
予

正
補

計
会

般
一

県
口

算
予

正

１
第

定
に

次
、

は
）

号
１

第

に
発
送
す
る
。

は
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
（
電
話

告

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間同
月
三
十
一
日
ま
で
の
午
前
九

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領

事

二

井

関

成

る
よ

に
ろ

こ
と

る
め

）
号

。

〇
八
三
八

二
二

〇
〇
四

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

る
通
知
書
の
写
し

五

変
更
年
月
日

平
生
町

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ロ
ッ
ク
シ
ョ

所
在
地

熊
毛
郡
平
生

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会

社
（
三
七
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
九
年

部
商
政
課
及
び
平
生
町
役
場
に

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

の
為
行
担
負

務
債

条
１
第

行
担
負

務
債

表
１
第

加
追

加
追

正
補

為

策
対
潮
高
防
周

１

期
項

事

工
る
え
越
を
度
年

の
業

事

と
こ
る
す
約
契
括

一
を
事。

成
平

成
平

）
川
市

夜

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
二

変

更

前

の

住
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

山
口

及
び
所
在
地

ッ
ピ
ン
グ
タ
ウ
ン
平
生

町
大
字
平
生
町
五
八
八
の
三

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

七
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
二

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

、
は

為
行

担
負

務
債

表
１

第

限
間ら
か
度
年

で
ま
度
年

円
千

一
〇
の
一

山
田

健
一

変

更

後

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

県
知
事

二

井

関

成

所

代
表
者
の
氏

番
四
号

石
田

浩
二

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

。

。
る

よ
に

」
正

補

額
度

六

名 の働

公

告



平成 年 月 日 金曜日

二
三社平

三

山 口 県

四五一

（定期）報

三社平
三

第 号

一二
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会

東
京

生
町

熊
毛

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
九
日

変
更
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ロ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
ピ
ン

名

称

井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会

東
京

生
町

熊
毛

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

住
所 平

成
十
三
年
九
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ロ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
ピ
ン

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に吉

田

博
一

石

平
生
町
五
八
八
の
三

代
表
者
の
氏
名

住都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四

郡
平
生
町
大
字
平
生
町
二
一
〇

変

更

前

在
地

グ
タ
ウ
ン
平
生

住都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四

郡
平
生
町
大
字
平
生
町
二
一
〇

変

更

前

大
阪
市
中
央
区
南
船
場
三
丁
目
一

〇
番
一
九
号

東四

在
地

グ
タ
ウ
ン
平
生

平
生
町
五
八
八
の
三

代
表
者
の
氏
名

田

浩
二

所

代
表
者
の
氏
名

号

石
田

浩
二

の
一

山
田

健
一

変

更

後

所

代
表
者
の
氏
名

号

石
田

浩
二

の
一

山
田

健
一

変

更

後

京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番

号

名

称

明
屋
書
店
南

所
在
地

岩
国
市
南
岩

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

ら
同
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
の

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
マ

所
在
地

柳
井
市
新
庄

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
に
つ
い

（
三
七
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
九
年
三
月
六
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
九
年

商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
九
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
九

（
三
七
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

岩
国
店
・
ク
ス
リ
岩
崎
チ
ェ
ー
ン

国
町
三
丁
目
一
五
五
二
の
一

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附

に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

す
。

山
口

及
び
所
在
地

及
び
所
在
地

ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
柳
井
新
庄
店

四
四
の
五

て
配
慮
を
求
め
る
。

立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

（
一
〇
七
）
に
係
る
大
規
模
小
売

七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

山
口

日立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

七

南
岩
国
店

則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

及
び
岩
国
市
農
林
経
済
部
商
工
課

県
知
事

二

井

関

成

定
に
よ
る
届
出

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
柳
井

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

、かに 成市部



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日

覧
に

一二

山 口

五（
三漁

島
地

条
第

（定期）県 報

四

第 号

二
株株

三
九
年
七
月
二
十
日
印
刷

九
年
七
月
二
十
日
発
行

供
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

七
三
）
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業

港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年

区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
変
更

駐
輪
場
の
収
容
台
数

荷
さ
ば
き
施
設
の
面

積大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
岩
崎

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

〃

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
九
日

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
明
屋
書
店

愛
媛

式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

周
南

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

山
口
県
知

年
八
月
九
日
ま
で

備
課
及
び
山
口
県
萩
水
産
事
務

計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七

を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第

に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事

一
四
台

五
二
平
方
メ
ー

宏
健
堂

代
表
者
の
氏
名

住県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
一
の
一

市
福
川
三
丁
目
一
八
番
二
二
号

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事 事

二

井

関

成

所 条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
見

十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

業
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦

五
四
台

ト
ル

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

午
前
九
時
三
〇
分

午
後
八
時

所

代
表
者
の
氏
名

九

安
藤

大
三

河
戸
憲
一
郎

前

変

更

後

七
百
円
（
送
料
共
）

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者

光
市

（
三
七
四
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

光
市
三
井
六
丁
目

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

山
口

域
の
名
称

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

二

井

関

成

八

に


